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祇
園
社
領
四
箇
保 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
近
藤 

昭
夫 

 
 

 
 

京
都
八
坂
神
社
が
所
蔵
す
る
「
八
坂
神
社
文 

 

書
」
は
、
祇
園
執
行
職
で
あ
っ
た
宝
寿
院
伝
来 

 

分
と
慶
応
四
年
（
一
八
六
八
）
に
宝
寿
院
繁
継 

 

が
還
俗
し
た
社
家
建
内
家
の
所
蔵
文
書
（
文
書 

 

が
社
家
の
譲
与
家
産
と
し
て
相
続
さ
れ
た
）
が
、 

 

昭
和
五
年
（
一
九
三
○
）
神
社
に
寄
贈
さ
れ
た 

 

も
の
で
あ
る
。 

 
 

元
亨
三
年
（
一
三
二
三
）
の
「
社
家
条
々
記 

 

録
］
に
承
徳
二
年
（
一
○
九
八
）、
堀
河
天
皇
よ 

 

り
祇
園
社
へ
寄
進
さ
れ
た
四
箇
保
の
記
述
が
あ 

 

 

り
、
古
代
後
期
か
ら
中
世
に
か
け
て
祇
園
社
の 

 

根
本
神
領
と
な
っ
て
い
た
。 

   

四
箇
保
に
つ
い
て 

 
 
 

（
記
述
名
称
な
ど
は
「
甲
奴
町
誌
」
に
よ
る
） 

  

一 

備
後
国
小
童
保
（
広
島
県
三
次
市
甲
奴
町
小
童
） 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

開
発
は
祇
園
感
神
院
大
別
当
勝
尊
で 

 

 
 
 
 

保
司
職
と
な
る
。 

 
 
 
 
 

地
域
内
の
武
塔
神
社
は
牛
頭
天
王 

 
 
 
 

（
武
塔
神
）
が
祭
神
で
立
保
以
前
か
ら 

 
 
 
 

鎮
座
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
須
佐
神 

 
 
 
 

社
は
創
建
が
宝
亀
五
年
（
七
七
四
）
と 

 
 
 
 

伝
承
が
あ
る
が
、
武
塔
神
社
と
思
わ
れ
、 

 
 
 
 

お
そ
ら
く
立
保
後
に
勧
請
さ
れ
た
よ
う 

 
 
 
 

で
あ
る
。
小
童
の
祇
園
さ
ん
と
呼
ば
れ 

 

 
 
 
 

る
。 

      
 
 
 
 

応
仁
の
乱
後
、
文
明
十
七
年
（
一
四 

 

 
 
 
 

八
五
）
の
記
録
を
最
後
に
保
は
崩
壊
し 

 
 
 

 

て
い
っ
た
。 

               

一 

丹
波
国
波
々
伯
部
保 

（
兵
庫
県
丹
波
篠
山
市
・
旧
多
岐
郡
地
域
内
） 

  
 
 
 
 
 

開
発
は
祇
園
感
神
院
大
別
当
行
円 

 
 
 
 
 

で
保
司
職
と
な
る
。
立
保
後
国
司
の 

 

 
 
 
 
 

収
公
が
あ
り
、
大
治
五
年
（
一
一
三 

 
 
 
 
 

〇
）
に
復
活
し
た
。 

 
 
 
 
 
 

承
久
三
年
（
一
二
二
一
）
波
々
伯 

 
 
 
 
 

部
氏
が
下
司
職
と
な
る
。
戦
国
末
期 

 
 
 
 
 

に
三
好
氏
の
勢
力
下
で
保
は
崩
壊
。 

 
 
 

 
 

 

地
域
内
に
波
々
伯
部
神
社
が
あ
り
、 

 
 
 
 
 

創
建
は
貞
観
年
間
（
八
五
九
～
八
七 

 
 
 
 
 

七
）
及
び
天
徳
二
年
（
九
五
八
）
と
も 

 
 
 
 
 

伝
承
さ
れ
る
が
、
立
保
後
に
勧
請
さ 

 
 
 
 
 

れ
た
と
思
わ
れ
る
。
丹
波
の
祇
園
さ 

 
 
 
 
 

ん
と
呼
ば
れ
る
。 

 

甲
奴
郷
土
史
だ
よ
り 
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一 

近
江
国
坂
田
保
（
滋
賀
県
長
浜
市
細
江
町
） 

  
 
 
 
 
 

開
発
は
祇
園
感
神
院
大
別
当
勝
尊 

 
 

 
 
 
 
 

で
保
司
職
と
な
る
。
最
初
は
犬
上
郡 

 
 
 

 
 

内
に
立
保
し
た
が
別
所
難
済
に
な
り
、 

 
 
 
 
 

細
江
郷
内
を
保
の
代
わ
り
と
し
た
。 

 
 
 
 
 

建
久
八
年
（
一
一
九
七
）
細
江
保
の 

 
 
 
 
 

立
券
宣
旨
を
受
け
、
細
江
荘
と
な
る
。 

 
 
 
 
 
 

嘉
元
四
年
（
一
三
〇
六
）
に
は
興 

 
 
 
 
 

善
院
領
、
元
応
元
年
（
一
三
一
九
） 

 
 
 
 
 

に
日
吉
神
社
所
領
、
文
安
元
年
（
一 

 
 
 
 

 

四
四
四
）
こ
ろ
に
は
正
親
町
宰
相
家 

 
 
 
 
 

領
と
な
り
、
後
に
は
祇
園
保
と
称
し 

 
 
 
 
 

た
。
長
浜
市
祇
園
町
あ
た
り
で
あ
る
。 

 
 
 
 
 

祇
園
町
に
は
、
八
坂
日
吉
神
社
が
あ 

 
 
 
 
 

る
。
早
く
に
祇
園
社
領
で
は
な
く
な 

 
 
 
 
 

っ
た
。 

         

一 

近
江
国
成
安
保 

（
滋
賀
県
東
近
江
市
蒲
生
町
日
野
） 

  
 
 
 
 
 

開
発
は
祇
園
感
神
院
大
別
当
行
円 

 
 
 
 
 

で
保
司
職
と
な
る
。
蒲
生
上
郡
内
に 

 
 
 
 
 

守
富
保
、
山
上
保
、
宮
河
保
が
あ
る
。 

 
 
 
 
 
 

鎌
倉
、
南
北
朝
、
室
町
の
各
時
代 

 
 
 
 
 

に
押
領
や
相
続
相
論
が
あ
り
、
延
徳 

 
 
 
 
 

四
年
（
一
四
九
二
）
の
記
録
を
最
後 

 
 
 
 
 

に
保
が
崩
壊
し
た
。
宮
川
町
に
八
坂 

 
 
 
 
 

神
社
が
あ
る
。 

              

承
徳
の
四
箇
保
寄
進
と
背
景 

  
 
 

奈
良
時
代
の
養
老
七
年
（
七
二
三
）
に
、
土 

 
 

地
を
開
墾
す
れ
ば
三
代
に
限
り
土
地
の
私
有 

 
 

化
を
認
め
た
三
世
一
身
法
が
定
め
ら
れ
た
が
、 

 
 

二
十
年
後
に
は
廃
止
さ
れ
、
天
平
十
五
年
（ 

 
 

七
四
三
）
新
た
に
墾
田
永
年
私
財
法
が
定
め 

 
 

ら
れ
た
。
公
地
公
民
で
あ
っ
た
制
度
が
、
開 

墾
に
よ
る
も
の
は
私
有
地
に
な
る
こ
と
に
よ 

 

 
 

り
、
時
の
藤
原
氏
一
族
が
免
税
特
権
の
あ
る 

 
 

功
田
や
勅
使
田
制
度
を
援
用
し
て
私
有
地
を 

 
 

増
や
し
、
国
有
地
も
私
有
地
化
さ
れ
た
。 

 
 
 

藤
原
氏
に
私
有
土
地
を
献
上
し
、
自
分
は 

 
 

代
官
と
し
て
免
税
の
特
権
を
得
る
と
い
う
地 

 
 

方
地
主
が
多
出
し
た
。
荘
園
の
始
ま
り
で
あ 

 

◆波々伯部神社 出典：ウィキペディア 

 

◆長浜市 日吉神社 出典：八百万の神 

 
◆宮川町 八坂神社 出典：rubese systems 
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る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、
藤
原
氏
や
有
力
寺 

 
 

社
が
免
税
特
権
を
得
て
栄
え
た
が
、
国
の
税 

 
 

収
は
激
減
し
破
綻
に
向
か
っ
た
。 

そ
の
後
、
醍
醐
天
皇
の
延
喜
二
年(

九
〇
二) 

 
 

後
冷
泉
天
皇
の
寛
徳
二
年
（
一
○
四
五
）
及 

 
 

び
天
喜
三
年
（
一
○
五
五
）
に
荘
園
整
理
令 

 
 

が
出
さ
れ
た
が
、
摂
関
政
治
の
時
代
で
あ
り 

 
 

効
果
が
少
な
か
っ
た
。 

治
暦
四
年
（
一
○
六 

 
 

八
）
に
後
三
条
天
皇
が 

 
 

即
位
。
後
三
条
は
藤
原 

 
 

氏
を
外
戚
と
し
な
い
天 

 

皇
で
親
政
を
行
っ
た
。 

 
 
 

延
久
元
年
（
一
○
六
九
）
に
記
録
荘
園
券 

 
 

契
所
を
設
置
し
、
荘
園
整
理
令
を
出
す
。
荘 

 
 

園
の
整
理
を
国
司
に
任
せ
ず
、
中
央
の
記
録 

 
 

荘
園
券
契
所
と
い
う
役
所
で
行
っ
た
。
荘
園 

 
 

を
取
り
上
げ
国
衙
領
（
公
有
地
）
と
す
る
目 

 
 

的
で
あ
り
、
摂
関
領
を
含
む
多
く
の
荘
園
が 

 
 

公
領
と
な
っ
た
。
藤
原
氏
と
距
離
を
置
く
考 

 
 

え
を
持
っ
て
い
て
、
延
久
四
年
（
一
○
七
二
） 

 
 

に
白
河
天
皇
へ
譲
位
し
、
院
庁
を
設
置
し
て 

 
 

上
皇
と
な
る
が
翌
年
崩
御
す
る
。
院
政
の
予 

 
 

定
で
あ
っ
た
ら
し
い
。 

 
 
 

白
河
天
皇
は
応
徳
三
年
（
一
○
八
七
）
に 

 
 

八
歳
で
あ
っ
た
堀
河
天
皇
へ
譲
位
し
、
上
皇 

 
 

と
な
り
院
政
を
開
始
し
た
。
堀
河
、
鳥
羽
、 

 
 

崇
徳
天
皇
の
三
代
に
渡
り
院
政
を
行
い
、
大 

 
 

治
四
年
（
一
一
二
九
）
七
十
七
歳
で
崩
御
。 

 
 

上
皇
は
嘉
保
三
年
（
一
○
九
六
）
に
出
家
し 

 
 

法
皇
と
な
る
。 

 
 
 

父
の
後
三
条
天
皇
と
同
じ
家
格
に
と
ら
わ 

 
 

れ
な
い
人
事
を
行
い
、
強
訴
に
対
抗
の
た
め 

 
 

北
面
の
武
士
を
設
置
し
た
。
白
河
、
堀
河
天 

 
 

皇
と
も
藤
原
氏
を
外
戚
と
す
る
。 

 
 
 

堀
河
天
皇
は
承
徳
二
年
（
一
○
九
八
）
の 

 
 

祇
園
社
寄
進
時
に
二
十
歳
で
あ
り
、
白
河
法 

 
 

皇
の
院
政
期
で
あ
る
が
、
関
白
藤
原
師
通
と 

 
 

と
も
に
親
政
を
図
っ
て
い
た
時
期
で
あ
り
、 

 
 

法
皇
も
こ
れ
を
許
容
し
て
い
た
。 

 
 
 

嘉
保
二
年
（
一
○
九
五
）
祇
園
社
祈
願
の 

 
 

履
行
で
、
承
徳
二
年
（
一
○
九
八
）
の
四
箇
保 

 
 

寄
進
は
、
堀
河
天
皇
の
勅
願
で
あ
る
と
思
わ 

 
 

れ
る
。
承
徳
三
年
（
一
○
九
九
）
に
関
白
師 

 
 

通
が
急
逝
し
、
そ
の
八
年
後
嘉
承
二
年
（
一 

 
 

一
○
七
）
堀
河
天
皇
が
崩
御
。
摂
関
政
治
が 

 
 

院
政
に
替
わ
る
時
期
に
あ
た
る
。 

 
 
 

そ
の
後
鳥
羽
、
後
白
河
天
皇
の
院
政
と
平 

 
 

氏
の
武
家
政
治
を
経
て
、
中
世
に
は
荘
園
形 

 
 

態
も
順
次
変
わ
っ
て
い
き
、
鎌
倉
、
南
北
朝 

 
 

を
経
て
、
室
町
の
戦
国
期
を
持
っ
て
荘
園
は 

 
 

崩
壊
し
た
。 

                            

 

 

◆院政関係図 出典：livedoor Blog 

 
◆京都八坂神社  

出典：LINEトラベル jp 
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保
に
つ
い
て 

  
 
 

平
安
時
代
後
期
（
十
一
世
紀
後
半
）
か
ら 

 
 

中
世
に
か
け
て
「
保
」
と
呼
ば
れ
る
新
し
い 

 
 

所
領
単
位
が
登
場
し
た
。
人
名
や
地
名
を
冠 

 
 

し
て
呼
ば
れ
、
荘
、
郷
、
別
名
と
並
び
中
世 

 
 

を
通
し
て
存
在
し
た
。 

 
 
 

開
発
者
は
立
保
の
申
請
を
行
い
保
司
職
と 

 
 

な
る
こ
と
が
多
い
。
在
地
領
主
と
は
限
ら
ず
、 

 
 

有
力
寺
社
の
僧
侶
や
神
官
、
知
行
国
主
や
国 

 
 

守
の
近
臣
、
中
央
官
司
の
中
下
級
官
人
な
ど
、 

 
 

在
京
領
主
と
称
さ
れ
る
官
司
や
権
門
関
係
者 

 
 

も
多
か
っ
た
。
開
発
と
経
営
の
成
否
は
保
司 

 
 

職
の
手
腕
に
依
る
こ
と
が
大
き
く
、
開
発
や 

 
 

権
限
で
あ
る
勧
農
権
と
官
物
収
納
権
の
行
使 

 
 

や
、
保
氏
で
あ
る
住
民
組
織
の
掌
握
な
ど
や 

 
 

徴
税
請
負
と
相
応
の
功
力
が
必
要
で
あ
る
。 

 
 
 

四
箇
保
は
在
京
系
の
京
保
の
一
種
で
あ
り
、 

 
 

便
補
の
保
で
立
保
し
て
お
り
、
国
衙
が
封
物 

 
 

確
保
の
義
務
を
免
除
さ
れ
る
代
わ
り
に
便
補 

 
 

の
措
置
の
た
め
に
祇
園
社
感
神
院
側
に
認
め 

 
 

た
も
の
で
あ
る
。
保
司
職
は
祇
園
社
神
人
と 

 
 

し
て
高
利
貸
し
の
活
動
を
行
い
、
蓄
積
や
所 

 
 

領
荘
園
の
収
取
物
や
受
領
の
任
中
に
収
取
物 

 
 

の
活
用
を
行
っ
た
。 

 
 

中
世
の
「
八
坂
神
社
文
書
」
に
は
、
祇
園
感 

 
 

神
院
四
箇
保
の
内
小
童
保
を
除
く
三
箇
保
は 

 
 

元
久
二
年
（
一
二
〇
五
）
ま
で
に
次
々
と
官 

 
 

宣
旨
や
院
庁
下
文
に
よ
り
、
国
使
不
入
・
勅 

 
 

院
事
国
使
免
除
と
さ
れ
、
準
官
省
符
之
地
と 

 
 

み
な
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
下
っ
て
永
和
三 

 
 

年
（
一
三
七
七
）
の
文
書
目
録
で
は
、
成
安 

 
 

保
、
小
童
保
、
波
々
伯
部
保
の
三
保
が
み
ら 

 
 

れ
、
特
に
波
々
伯
部
保
は
独
立
し
て
詳
細
な 

 
 

整
理
が
な
さ
れ
て
い
て
、
重
要
な
所
領
と
な 

 
 

っ
て
い
る
。 

 
 
 

祇
園
社
の
所
領
は
文
書
上
「
社
領
」
と
し 

 
 

て
出
て
く
る
が
、
実
際
に
は
社
僧
間
の
譲
与 

 
 

対
象
と
な
る
も
の
が
あ
っ
た
。
文
書
も
同
じ 

 
 

よ
う
に
社
家
の
家
産
と
し
て
相
続
さ
れ
た
と 

 
 

み
る
こ
と
が
で
き
る
。 

  

【
参
考
資
料
】 

 
 

・
中
世
祇
園
社
文
書
の
特
質 

田
中 

誠 

 
 

・
神
々
の
美
の
世
界 

 
 
 

京
都
国
立
博
物
館 

 
 

・
甲
奴
町
誌 

 
 
 
 
 
 

甲
奴
町
誌
編
纂
委
員
会 

 
 

・
小
童
村
誌 

 
 
 
 
 
 

小
童
村
誌
編
纂
委
員
会 

 
 

・
地
方
に
お
け
る
牛
頭
天
王
信
仰
の
受
容
と
展
開
の 

 
 
 

一
考
察 

 
 
 
 
 
 
 

鈴
木
耕
太
郎 

 
 

・
保
の
形
成
と
そ
の
特
質 

 

義
江
彰
夫 

 
 

・
角
川
日
本
地
名
大
辞
典
（
旧
地
名
編
） 

 
 

・
便
補
保
の
成
立
に
つ
い
て 

勝
山
清
次 

 
 

・
逆
説
の
日
本
史 

 
 
 
 

井
沢
元
彦 

 
 

・
天
皇
の
歴
史 

 
 
 
 
 

西
東
社 

                          

 

◆八坂神社文書 出典：日本の古本屋 

 

◆祇園社（近世） 出典：Google Sites 
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【
峠
を
語
る 

宇
賀
峠
】 

昭
和
五
十
五
（
一
九
八
〇
）
年
第
二
十
二
号 

㈱
菁
文
社
「
げ
い
び
グ
ラ
フ
」
よ
り 

  

郷
土
誌
「
げ
い
び
グ
ラ
フ
」
か
ら

 

  
 
 

㈱
菁
文
社
さ
ん
が
発
行
さ
れ
て
い
た
郷
土
誌
「
げ
い
び
グ
ラ
フ
」
か
ら
、
甲
奴
町
関
連
の
資

料
で
、
掲
載
さ
せ
て
い
た
だ
く
了
承
を
受
け
た
記
事
を
ご
紹
介
し
て
い
ま
す
。 

今
回
は
宇
賀
を
紹
介
し
た
記
事
と
、
「
私
の
秘
蔵
写
真
」
と
題
し
た
記
事
を
ご
紹
介
し
ま
す
。 

 

 

 

宇
賀
峠
は
、
主
要
地
方
道
吉
舎
油
木
線
に
あ
り
、
吉
舎
町
を
起
点
と
し
て
甲
奴
町
・
上
下
町
及

び
神
石
高
原
町
に
至
る
延
長
約
三
六
キ
ロ
の
道
路
に
あ
り
ま
す
。
昭
和
四
〇
年
代
か
ら
改
良
に
着

手
し
、
平
成
四
年
（
一
九
九
二
）
に
全
線
二
車
線
の
道
路
改
良
事
業
が
完
了
し
ま
し
た
。 

昔
の
宇
賀
峠
を
知
っ
て
い
る
人
に
聞
く
と
、『
ぐ
ね
ぐ
ね
し
と
っ
て
、
そ
り
ゃ
あ
冬
は
怖
か
っ

た
。
車
が
落
ち
た
こ
と
も
あ
る
ん
よ
。』
現
在
も
冬
に
利
用
し
よ
う
と
思
う
と
少
し
怖
い
で
す
が
、

以
前
の
道
は
も
っ
と
大
変
だ
っ
た
ん
で
す
ね
。 

今
回
宇
賀
峠
の
歴
史
を
調
べ
て
み
る
と
、
銀
山
街
道
と
し
て
利
用
さ
れ
て
い
た
だ
け
で
な
く
、

『
鍋
割
峠
』
と
い
う
別
名
が
あ
っ
た
こ
と
も
知
り
ま
し
た
。 
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【
私
た
ち
の
学
校 

甲
奴
郡 

宇
賀
小
学
校
】 

昭
和
六
十
一
（
一
九
八
六
）
年
第
四
十
三
号 

㈱
菁
文
社
「
げ
い
び
グ
ラ
フ
」
よ
り 
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事
務
局
よ
り 

 

・
会
員
募
集
中
で
す
。
ご
紹
介
く
だ
さ
い
。 

 

・
会
の
運
営
や
研
修
内
容
に
つ
い
て
、
ご
意
見
や
ご
質
問
何
で
も
結

構
で
す
の
で
お
聞
か
せ
く
だ
さ
い
。 

 

・「
甲
奴
郷
土
史
だ
よ
り
」
に
ど
ん
な
こ
と
で
も
良
い
か
ら
、
ご
寄

稿
く
だ
さ
い
。 

 

・
古
い
写
真
や
資
料
等
を
「
甲
奴
郷
土
史
だ
よ
り
」
へ
登
載
し
て
い

き
ま
す
。 

 

・
出
品
物
に
つ
き
ま
し
て
は
、
責
任
を
持
っ
て
返
却
し
ま
す
の
で
、

ご
連
絡
を
お
願
い
い
た
し
ま
す
。 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

連
絡
先 

鶴
本 

節
子
（
カ
ー
タ
ー
セ
ン
タ
ー
） 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

〇
八
四
七
―
六
七
―
三
五
三
五 

【
私
の
秘
蔵
写
真 

日
輪
兵
舎
】 

平
成
元
（
一
九
八
九
）
年
第
五
十
五
号 

㈱
菁
文
社
「
げ
い
び
グ
ラ
フ
」
よ
り 

  

 

 

ど
ち
ら
も
今
は
無
き
、
懐
か
し
い
木
造
小
学
校
の
建
物
と
、
戦
時
中
に
訓
練
の
一
環
と
し
て
建

て
ら
れ
た
建
物
の
記
事
を
ご
紹
介
し
ま
し
た
。 

宇
賀
小
学
校
は
明
治
八
年
二
月
に
設
置
さ
れ
、
記
事
の
旧
校
舎
は
昭
和 

 
 

三
十
年
に
新
築
さ
れ
た
と
「
甲
奴
町
郷
土
誌 

第
三
集 

宇
賀
地
区
編
」 

 

 

 

に
記
述
が
あ
り
ま
す
。

記
事
の
掲
載
年
が
昭
和

六
十
一
年
で
す
か
ら
、

三
十
一
年
間
の
宇
賀
っ

子
達
の
想
い
出
が
詰
ま

っ
た
校
舎
だ
っ
た
の
で

す
ね
。
写
真
に
写
っ
て

い
る
当
時
の
子
ど
も
達

の
笑
顔
が
と
て
も
印
象

的
で
す
。 

 

 


